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研究成果の概要：本研究は、1990年代以降、ドイツにおいて組織マネジメントが教育領域（主
として学校及び教育行政機関）に導入されていく過程について、他の公共セクターとの比較の
視点を有しつつ、理論及び実態の両面から明らかにすることを目的としている。経営学・行政
学・教育学におけるデータを分析することにより、１）学校及び教育行政機関の果たす役割に
対する認識とその変容、２）それに対応するための教職員及び行政職員の専門性を構成する要
素を明らかにしている。 
 

交付額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

２００５年度 800,000  0  800,000  

２００６年度 600,000  0  600,000  

２００７年度 500,000  150,000  650,000  

２００８年度 300,000  90,000  390,000  

    

総 計 2,200,000  240,000  2,440,000  

 
研究分野：教育経営学 
科研費の分科・細目：教育学・教育学 
キーワード：教育学、経営学、行政学、ドイツ、組織マネジメント、学校開発、新制御モデル、
クオリティ・マネジメント 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 本研究代表者は、これまで継続して、戦
後ドイツにおける学校管理運営理論及び制
度を対象として研究を行ってきており、本
研究課題は、2000～2001年度科学研究費補
助金奨励研究（Ａ）「ドイツにおける『学校
の自律化』政策形成・実施過程に関する研
究」における成果をさらに発展させたもの
として位置づけられる。 
 すでに 2004年度までの研究により、ドイ
ツにおける「学校の自律性」をキーワード
とする教育改革の特徴について、１）「学校
プログラム（Schulprogramm）」によるマネ
ジメント・サイクルの導入（学校プログラ

ムは、個々の学校においてこれを形成・実
施・評価することによって、「自律的学校」
を実現しようとする「道具」であり、既に
大半の州に導入）、２）財政面での学校裁量
権の拡大、３）人事面での学校裁量権の拡
大、として整理してきた（「ドイツにおける
『学校の自律化』構想の展開」（『日本教育
経営学会紀要』第 43 号、2001 年）、「ドイ
ツにおける『学校の自律性』改革の展開と
理論的課題」（『日本教育法学会年報』第 33
号、2004 年）等として公表）。 
これらはいずれも、個々の学校の「組織力」
を問うものであり、本研究課題はこの点に
着目し、その実現に必要な条件を解明しよ
うとするものである。 
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２．研究の目的 
 
今日いずれの国においても、めまぐるしく

変化する環境下で機敏に対応できるよう、柔
軟性に富んだ組織が求められていることか
ら、「組織開発（Organisationsentwicklung）」
の視点が衆目を集めている。ドイツもその例
外ではなく、80 年代後半から 90 年代前半に
かけて、一般企業にとどまらず、行政組織等、
公共セクターにおいて組織開発論が展開さ
れてきた。 
教育の領域においても、ロルフ（Rolff, 

H.-G.）らを中心として、組織開発論の知見
を援用した「学校開発（Schulentwicklung）」
理論が構築されてきており、その基底をなし
ているのが、「組織が、その目的に向かって、
持っている各種資源を開発・活用し、適切な
活動を行う」「組織マネジメント」の概念で
ある。 
こうした理論を背景に、ドイツ各州で大規

模な教育改革が進行しており、それは、従来
の「学校観」を大きく変更するものとなって
いる。つまり、これからの学校は、財政権を
も含む広範な自由裁量を利用して固有のプ
ロフィール（個性）を開発することになるの
であり、その実現のために、教職員及び教育
行政職員にはそれぞれ新たな専門的力量が
求められている。 
しかし現実には、こうした改革にむけての

意識改革が十分に進んでおらず、その専門的
力量を形成するプログラムも十分に整備さ
れていないため、学校及び教育行政機関にお
いて、「組織マネジメント」概念の浸透を図
るとともに、それを基盤とした経営を可能に
するための条件整備が喫緊の課題となって
いる。 
本研究は、こうした教育領域（主として学

校及び教育行政機関）への組織マネジメント
導入過程について、他の公共セクターとの比
較の視点を有しつつ、理論及び実態の両面か
ら明らかにすることを目的としている。 
 
３．研究の方法 
 
(1)「組織マネジメント」理論の分析 
①日本及びドイツにおける経営学領域の
「組織マネジメント」に関する文献・資
料を収集し、分析を行うことにより、「組
織マネジメント」概念について深く掘り
下げるとともに、両国における「組織マ
ネジメント」への着目の経緯について明
らかにする。 

②日本及びドイツにおける行政学領域の
「組織マネジメント」に関する文献・資
料を収集し、分析を行うことにより、経
営学領域の「組織マネジメント」概念が

どのように行政学領域に導入されたの
かを明らかにする。 

③ドイツの学校管理運営理論・制度に関す
る包括的な資料を広く収集・分析するこ
とにより、教育学領域における「組織マ
ネジメント」の認識について明らかにす
る。 

 
(2)教育改革動向及び行政改革動向の分析 
①教育改革動向に関わる資料を広く収集
するとともに、教育行政専門雑誌や教育
情報誌等を収集し、ドイツ全州の動向に
ついてのマクロな分析を行う。 

②それを踏まえ、1)他州に先んじて外部評
価機関 Schulinspektionを創設するなど、
「評価(Evaluation)」を軸とした「学校
の自律化」政策の展開に力点を置いてい
るブレーメン州、2)財政面及び人事面で
の学校裁量権の拡大をモデル実験とし
て実施し、その結果を踏まえて改革を行
っているベルリン州、3)現実の学校改革
において中心的役割を果たす教員の資
質開発に力点を置いた改革を行ってい
るノルトライン・ヴェストファーレン州
等、顕著な特徴のみられる州における政
策形成・実施過程について分析を行う。 

③「組織マネジメント」の視点を公共セク
ターへと拡大する際に大きな役割を果
たした自治体経営の調査研究組織「行政
簡素化自治体共同機構（ Kommunale 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs- 
vereinfachung = KGSt）」において開発
され、多くの自治体に導入されている
「新制御モデル（NSM）」について、その
特質を明らかにするととともに、これを
導入している自治体における行政改革
の実際について分析を行う。 

 
４．研究成果 
 
(1)経営学領域における「組織マネジメン

ト」概念及び着目の経緯 
①組織マネジメントにおける「クオリテ
ィ・マネジメント」の重要性 

・TQC（Total Quality Control）から TQM
（Total Quality Management）への流れ 

90 年代以降のグローバル化、地球環境へ
の関心の高まり→顧客満足(CS)志向、国
際標準化機構 (ISO)の品質保証規格
ISO9000による品質保証システム。 
アメリカの動向：80年代の日本の TQC研
究を基盤に、戦略経営システムとしての
TQMを構築。 
TQC：経営の一手法で、経営資源の有効

活用が焦点。 
TQM：製品・サービスの品質にとどまらず、

経営のすべての側面における品質を



 

 

高め、経営の再構築、革新をめざす。 
・「Quality Management」：「組織が組織外

に提供するアウトプット（製品やサービ
スなど）の価値を中核に置いたマネジメ
ントであり、経営の質や組織の質そのも
のをこれだけで直接的に扱うものでは
ないが、結果的に経営の質、組織の質に
深いかかわりを持つことになり、経営の
質の一部を構成するもの」 

②「クオリティ・マネジメント」のフレー
ムワーク 
８つの Quality Management Principles: 
顧客重視、リーダーシップ、人々の参画、
プロセスアプローチ、マネジメントへの
システムアプローチ、継続的改善、意思
決定への事実に基づくアプローチ、供給
者との互恵関係 
「これらの原則は、トップマネジメント
が、組織の成功のために、組織のパフォ
ーマンス改善に向けて用いることがで
きるもの」 

③ヨーロッパクオリティマネジメント財
団（EFQM）とヨーロッパ品質賞（European 
Qualty Award） 
契機：80年代における日本のＴＱＣ研究

→日本のデミング賞（1951）に倣っ
たアメリカのマルコム・ボルドリッ
ジ（Malcom Baldrige）国家品質賞
（1988）の創設。 

経緯：1987年 6 月、ECのドロール委員長 
とフィリップスの取締役会との品
質に関する会合、財団の設立を呼び
かけ。1988 年 9 月、14 社が財団設
立の起案書に署名。1989 年 10 月、
財団の基盤固まる。1992年ＥＱ賞創
設。1996 年公共セクターの組織部門
を設ける。1997 年 250 人以下の中小
企業部門を設ける。 

趣旨：「ヨーロッパ企業が製品の品質、価
格、サービスにおいて国際市場で脅
威にさらされている」「この脅威に打
ち勝つためにヨーロッパのすべての
産業と教育システムを対象とする包
括的な品質戦略を開発し、この実行
が必要で、これらはヨーロッパ産業
社会の文化と価値基準の中におり込
まれなければならない」 

役割：①グローバルなマーケットにおいて
ヨーロッパ企業の地位を高める 
②クオリティ向上のための活動の
展開を奨励し、サポートする 

 
(2)行政学領域における「組織マネジメン
ト」概念及び着目の経緯 
①改革モデルとしての「新制御モデル
（Neues Steurungsmodell =NSM）」・「現
代化（Modernisierung）」 

自治体行政の調査研究組織「行政簡素
化自治体共同機構（KGSt）」主導 

目標：自治体行政の「公的なサービスを供
給する経営体」への再編 

背景には、90年代における財政事情の
悪化があったが、民営化や経費削減は
機構改革の結果として現れるものとい
うスタンス、ＥＵ内での都市間企業立
地競争への危機感 

②構成要素： 
・政治と行政の明確な区分 
・「契約管理（Kontraktmanagement）」：

供給されるサービスの内容やこれ
に関する予算について議会と行政、
行政部門相互、あるいは行政と外部
請負者との間で取り決めを行う 

＊ 「 予 算 管 理 （ バ ジ ェ ッ テ ィ ン グ
（Budgetierung））」：見積もられた予
算年度内財源の枠内で各行政部門に
予算が付与され、各部門はその範囲内
で独自に個別予算費目を確定 
行政部門相互の間で個別の内部サービ
スに関して「契約」を結ぶ 

・分権的な責任体制 
重層的・官僚制的組織 

➡水平的で住民に提供されるサービ
スに即した横断的組織 
企業の「事業部制」を模した組織 

・半自律的な組織単位に対する距離を置
いた戦略的な管理＝「コントローリン
グ（Controlling）」：各行政部門の自
己制御と行政の統一性のためには、戦
略的な運営任務及びコントロール任
務の責任を負う組織が必要 

・サービス供給の観点からの制御手法 
インプット制御 

➡アウトプット制御：「製品（Produkt）
概念」（行政サービスの単位）を用
い、すべての行政活動の計画・執
行・事業決算をアウトプットに着目
して制御 

＊ 「 費 用 対 効 果 計 算 （ Kosten- und 
Leistungsrechnung）」の導入 

「製品説明書（Produktsbeschreibung）」
の作成：「公」において供給されている
サービスを「製品」として分類し、そ
の内容を質的・量的に提示 

＝提供される行政サービスの内容、水準
を市民に明示 

 
(3)教育学領域における「組織マネジメン
ト」概念 
①教育における「クオリティ・マネジメン
ト」の重要性 
概念規定：ロルフによる｢クオリティ
（Qualität）｣ 
ラテン語「Qualitas」は、性質、良さ、



 

 

価値を含むもの。Qualitäｔは、「要求に
応じること」（ISO9000以下）である。経
済と行政においては、顧客が要求を決め
る。教育領域においては誰がそれを決定
するのか？学校の質は、生徒の学びの質
である。しかし、生徒は顧客ではなく、
彼らは要求もまた決定しない。 
ロルフによる「クオリティ・マネジメン
ト（Qualitätsmanagement）」：「質の保証
（Qualitäts-Sicherung）」＋「質の開発
（Qualitäts-Entwicklung）」 
両者に貢献できる概念 

②教育のクオリティ・マネジメントシステ
ム 

・自己評価と外部評価による質の開発 
a)4つの制御サークル 

内容に関する制御サークル：最上級・
最重要。クオリティ・マネジメント
の教育的なものを特徴づける。理想
像作成のための前提条件は、共通の
診断を通じて学校の強みと弱みを明
確化し、共通のビジョンを開発する
こと。生徒の学習の進歩が焦点、Ｐ
ＱＭのすべての措置がそこに向けら
れている。 

実施上の制御サークル：学校の中核プロ
セスである授業を含む。個人＋チーム。
授業を育て、その教育風土がまた授業
に作用を及ぼす 

経営-制御サークル：ＰＱＭシステム全
体のマネジメント。学校経営層はすべ
ての責任を負うがすべての活動を行
うのではない→制御グループ（教員集
団の組織）の重要性 

評価-制御サークル：個々の学校のＰＱ
Ｍと全学校システムの要求を調整。外
部評価は、自校とは異なる視点の導入
と別の学校や全学校システムとの比
較を可能とする。   その形式は多
様。たとえば、ピア・レビュー、州レ
ベルもしくは国際成果調査結果との
比較、学校監督の査察、品質賞等によ
る証明 

 

(4)個別の州における教育改革と行政改革
―ブレーメン州の事例分析― 

①ブレーメン州における教育改革の概要 
主導的な役割を果たしてきた州 
1991年開始の教育改革プロジェクト「学
校及び学校行政の組織開発」：制度的学校
開発プログラム（ISP）」に基づく、「学校」
と「学校行政官庁」双方の組織開発を目
指す「二重のプロジェクト」 
基本認識：拡大された「学校の自律性」が
意味をなすのは、学校行政官庁が「コン
トロール・監督官庁から、サービス・支
援組織へ」と根本的に変化し、学校も組

織開発プロセスを専門的に計画し変更
することを学ぶ場合 
学校及び官庁からの 100 人の職員への
セミナーから開始。個々の学校での開発
を可能にするために、学校に助言・援助
を行う「学校開発モデレーター（Schul- 
entwicklungs moderator）」を養成 

1993 年「『学校及び学校行政の組織開発』
プロジェクト（ISP/OE）の枠内におけ
る開かれた基本方針のための勧告」  
本質的な主要目標：任務遂行の完全性、
顧客志向、任務批評、プロセス最適
化、権限委譲、質の保証 

＝「新制御モデル（NSM）に応じて行政改
革の目標を幅広く掲げたもの」（Bents- 
Rippel, B. / Freitag, W.） 

官庁の新たな構造を新たな財政哲学の要
求、つまり予算の責任という「新たな」
原則に結びつけることが重要。その際、
資源に有効な目標、有効範囲、大枠の前
提条件を、より効率的に資源を投入し効
率性を向上させるための部門への任務委
託と調整する必要がある 

表：教育改革と行政改革（Bents-Rippel, B. 
/ Freitag, W.） 

学校及び学校行政の組
織開発 

公行政の新制御モデ
ル 

個々の学校の自律性 専門及び財源責任の
分権化 

カリキュラム上、組織
上、経済上の自己責任 

アウトプット志向の
制御 

より少ない規制密度 中央での制御支援 

学校開発と教育上のプ
ロフィールの活発で専
門的な形成 

実施上の目標と指数
を伴った製品説明書 
 

学校の教育上の質の確
保と改善 

製品に関わる目標・コ
ントロール・報告シス
テム 

学校の関与者の学校へ
の所属意識確認、共同責
任、共同形成 

予 算 管 理
（Budgetierung）と契
約管理 
 

生徒、父母、環境、社会
サービス庁、学校行政
（扶助、形成、監督）、
学校評価機関との協働
の新たなそして改善さ
れた形式 

無駄なヒエラルヒー
と重なりの除去 
 
 

学校のための支援・職務
遂行システムに関する
学校行政と下位の官庁
の革新と開発 

市民のための行政の
より良い質と透明性 
 

  政治的決定委員会の
より良い支援 

  財政強化への貢献 

  費用対効果計算書 



 

 

1993年「ブレーメンにおける学校改革の継続
に関する委員会」による教育改革勧告書「革
新と連続性 ブレーメンにおける学校開発
に関する勧告」 

➡1994年 12 月学校法及び学校行政法改正 
1)「学校」観の変更と「学校プログラム」

開発（連邦初の開発及び評価についての
法律上の義務の定式化） 
学校法第 9条が新たに規定する「学校」：
「自主的な教育統一体（Einheit）であり、
学校法及び学校行政法に基づいて自己管
理を行う」（第 9 条第 1 項）。そうした学
校では、①授業及びその他の学校生活を
形づくるための自由裁量余地を利用し、
固有の開発の観点を際立たせること、②
さらなる学校開発の重要な要素である民
主的な決定構造の開発を促進すること、
③学校に委譲された学校経営の財政的事
項を自主的に執行することが求められて
いる。 

2)連邦初の学校評価機関（Schulinspektion
＝SI）の設立 
個々の学校は、法律で定められた自由裁
量余地の枠内で必要な水準を確定し、す
べての関与者の関与の下で、学校内部評
価と学校外からの助言を通じて水準と
比較を保証する（第 9 条第 5 項）。 

SI の任務（学校行政法第 13 条）：①個々
の学校の開発、②全学校システムの制
御、③学校及び教育・学術大臣に対し
て、その活動、経験、認識について定
期的に報告を行う「説明責任」 

1998年キーンバウム報告「ブレーメン州に
おける教員配置の効率性に関する組織調
査」 
「教育上-内容上そして経済上-組織上の
決定の相互作用が顕著」（Bents-Rippel, 
B. / Freitag, W.） 

②ブレーメン州における教育領域への新制
御モデル導入 
1)ブレーメン州のすべての行政部門におい

て「製品グループプラン（ Produkt- 
gruppenplan）」を作成 
「製品グループプランは、将来の目標の
取り決めのための基盤（政治的契約）を
描き出し、そこでは、どのような資源が
どのような成果のために『公』に与えら
れるのかが規定される」 
教育部門においては、州、都市ゲマイン
デブレーメン及びブレーマーハーフェン、
個々の学校、州立学校研究所の人件費及
び物件費を調整し、それに応じて異なる
レベルにおける成果と製品を正確に記述
し、分類して製品プランにまとめること
が要請 

→「雛型」はなく、各部門で製品志向のモデ
ルを作成。ただし時間的制約から、製品

プラン・プロジェクトグループを形成し、
各部門からの質問に対し助言を実施 

その際の基盤：財務大臣作成の「ブレーメ
ン製品グループプラン構想」及び KGSt 報
告書「教育領域における新制御」 

問題点：KGSt報告書は自治体レベルのモデ
ルであり、都市州であるブレーメンへは
適用が困難 

➡教育部門の 19製品グループ冊子は、他部
門の製品グループ冊子とともに 2000 年
からの予算編成の基盤に 

＝行政内部で、目標、任務、投入された資
源についての明確化プロセス及び意思疎
通プロセスが開始 

2)製品グループ冊子の例（初等段階の学校） 
・全学校の予算責任者：教育部長 
・製品グループの簡単な説明  
・州憲法、学校法、学校行政法及びそこ

から導き出された政治的有効範囲、任
務と目標に応じた初等領域の学校の成
果：国家の任務遂行（任務志向）、資源
の経済的投入（資源志向）、読者層に向
けられた目標（顧客志向）、協力者に向
けられた目標（協力者志向）の 4 カテ
ゴリーに関連。具体的には、「授業、教
育、学校生活を通じての生活空間とし
ての学校における生徒の促進」、「基礎
知識と基礎技能の伝達、様々な能力の
開発（学校法第 18 条第 2 項）」、「人件
費・物件費の最適化」、「個々の学校の
自己責任の強化（経済的自律性）」、「学
校における授業・促進・助言・世話の
提供」、「学校職員の能力の保障と強化」 

・任務の基盤：「ブレーメン学校法第 18
条（ブレーメン学校法第４条、第６条、
第９条）」、「基礎学校規程」、「州政府、
州議会、教育に関する市民代表者会議
（Deputation）決議」、「KMK 勧告」 

・配分された事項もしくは個々の財政状
況の資源投入：官房財政データ、費用
対効果計算データ、職員データ、容量
データ 

・制御に関連した成果目標：学校領域の
指標（生徒数、学級集団、所在地、生
徒一人に行われる授業、その他の統計）、
比較指標（フルタイム教員を単位とし
て一人当たりの生徒数、学級あたりの
生徒数、学級あたりの授業数） 

3)2000年までに費用対効果計算を導入 
「資源に関連づけられた、こうした観点
におけるアウトプット志向の考えは、教
育学の領域にとって、別の目標設定と別
の自己理解を伴う比較的新しいものであ
る。学校は経済企業体ではないが、事業
経営体であるという認識に慣れ、そして
試みて結果を公開する勇気が必要であ
る」（Bents-Rippel, B. / Freitag, W.） 



 

 

 
本研究は、教育領域における組織マネジメ

ントの理論と実態について、他の公共セクタ
ーとの比較により、解明しようとする点に特
色がある。そこにおいては必然的に、経営学
や行政学との対比で、教育経営学・教育行政
学の学問的固有性を検討することになり、そ
の点に独創性を有している。 
本研究によって、１）学校及び教育行政機

関の果たす役割に対する認識とその変容、
２）それに対応するための教職員及び行政職
員の専門性を構成する要素を明らかにする
ことができたが、そうした組織をいかにして
実際に開発していくのか、人材開発を含め、
具体的なプログラムを開発することが次の
課題である。 
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